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「発熱外来診療体制確保支援補助金（令和２年度インフルエンザ流行期に備えた発

熱患者の外来診療・検査体制確保事業）」の申請期限について（重要） 

 

貴会におかれましては、新型コロナウイルス感染症対策にご尽力を賜り、厚く御

礼申し上げます。 

令和２年度インフルエンザ流行期における発熱外来診療体制確保支援補助金（イ

ンフルエンザ流行期に備えた発熱患者の外来診療・検査体制確保事業）につきまし

ては、その交付申請書、変更交付申請書及び請求書の提出期限が「令和３年２月１

２日（金）※消印有効」となっておりますので、改めてご連絡申し上げます。  

特に、まだ交付申請自体をされていない医療機関が少なからずあるとみられま

す。貴会におかれましては、ご多忙の折誠に恐れ入りますが、未申請の医療機関が

ないよう、補助金の確実な受領に向け、管下の診療・検査医療機関に対して連絡を

していただきますようご高配のほどよろしくお願いいたします。 

また、過去に一度交付申請書を提出された医療機関におきましても、提出してい

ただいた時点との比較で、診療体制や想定受診患者数の見込みに大きな変更がある

場合（特に当初より想定患者数が少ない場合等）、変更交付申請や請求書の再提出を

是非行うよう働きかけをしてください。 

追って、本事業の詳細については、下記の厚生労働省ウェブサイトをご確認下さいますよう

お願い申し上げます。 

記 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou18/index_00012.html 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou18/index_00012.html



